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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図を複製した

ものである。（承認番号 令元情複、第420号） 

なお、地図を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

※本評価書要約書の目次及び本文においては、三重県公報に記載されている「都

市計画対象事業」は「都市計画対象道路事業」と、「都市計画対象事業が実施され

るべき区域」は「都市計画対象道路事業実施区域」と表記しています。 


